
 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 本県における組織体制及び連絡体系 
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1 鳥インフルエンザ発生時の危機管理体制 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・関係団体等

鳥インフルエンザ総合対策本部
〇本部長：知事、〇副本部長：副知事
（役割）各対策本部の総合調整

防疫対策本部
〇本部長：農林部長
（役割）家きん農場の防疫対策等

健康危機管理対策本部
〇本部長：福祉保健部長
（役割）家きん農場の防疫対策等

食品安全・安心対策本部
〇本部長：県民生活環境部長
（役割）鶏肉・鶏卵の風評被害対策等

本 庁

鳥インフルエンザ現地総合対策本部
〇本部長：振興局長、〇副本部長：農林部長等
（役割）各地域対策本部の総合調整

現地防疫対策本部
〇本部長：農林（水産）部長
（役割）家きん農場の防疫対策等

現地健康危機管理対策本部
〇本部長：保健所長
（役割）防疫作業従事者の健康調査等

現地食品安全・安心対策本部 ※
〇本部長：管理部長
（役割）鶏肉・鶏卵の風評被害対策等

振興局

※長崎・県央地域の食品安全・安心対策部門は本庁直轄であるため、
同地域には設置しない。
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２ 長崎県鳥インフルエンザ防疫対策本部 

（１）構成員及び所掌事務 

 構成員 所掌事務 

本部長 農林部長  

副本部長 農林部次長  

本部員 広報課長 ・報道等情報提供に関すること 

基地対策・国民保護課長 ・自衛隊の派遣に関すること 

生活衛生課長 ・食鳥処理場、GPセンターに関すること 

食品安全・消費生活課長 ・健康危機管理対策本部、食品安全・安心 

 対策本部との連絡調整に関すること 

資源循環推進課長 ・発生農場における汚染物品の処分に対する 

 廃棄物処理法からの助言に関すること 

自然環境課長 ・野鳥の調査等に関すること 

地域保健推進課長 ・防疫作業従事者等の健康管理に関すること 

農政課長 ・農林部の総合調整に関すること 

・殺処分等防疫作業に関すること 

農山村振興課長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

農業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進室長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

団体検査指導室長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

農業経営課長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

農産園芸課長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

農産加工流通課長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

農村整備課長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

諫早湾干拓課長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

林政課長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

森林整備室長 ・殺処分等防疫作業に関すること 

監理課長 ・道路・港湾における消毒ポイントの設置等 

県警本部警備課長 ・移動制限措置の支援等 

事務局 畜産課 ・家畜の防疫対策に関すること 

・情報の収集分析及び提供に関すること 

・生産者等への支援対策に関すること 
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（２）役 割 

県防疫対策本部は本部長を農林部長、副本部長を農林部次長とする。 

本部事務局は畜産課が運営し、構成員となる各課・室と連携をとり、必要な防疫対策を実施

する。 

① 具体的な防疫対策の決定 

② 現地防疫対策本部との連絡・調整 

③ 国との連絡・調整 

④ 各制限区域・消毒ポイントの決定・告示 

⑤ 隣県、県関係部局、県警察本部、市町及び関係団体への通報・連絡及び防疫活動への協

力要請 

⑥ 緊急防疫対策会議の開催 

⑦ 報道機関に対する情報提供 

⑧ 県民に対する情報提供、広報活動、相談受付 

⑨ 防疫作業従事者の派遣要請（県職員、国職員、民間事業者、自衛隊等） 
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３ 長崎県農林部防疫対策本部 

　

防疫対策班
（畜産課）

 総務動員者確保班
（農政課・農山村振興課）

資材班
（農産園芸課・

農業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進室）

埋却地班
（農村整備課）

消毒ポイント班
（農業経営課・林政課・

森林整備室）

広報班
（農産加工流通課・
団体検査指導室）

①防疫方針に関すること
②現地の防疫対策に関する指示・調
整・進捗管理に関すること
③農林水産省動物衛生課との連絡調
整、協議
 ・制限の例外措置
 ・清浄性確認検査結果を受けての制限
　 措置解除等
④九州各県畜産課との連絡調整
⑤防疫対策会議の開催案内
⑥動員要請（衛生部獣医師））
⑦県内養鶏場への防疫対策（消毒命令
等）
⑧県内養鶏農家に対し消毒命令を行う
場合の配布用消石灰の購入作業
⑨異常家きん通報以降の発生情報等を
関係団体へ連絡
⑩各班の支出負担行為
⑪県民からの相談・問い合わせ（家
畜・家きんの病気関係）への対応
⑫その他、各班の緊急支援

①総合対策本部会議、防疫対策会議に
係る日程調整や設営に関すること
②異常家きん通報以降の発生情報を庁
内、議員、県警へ連絡
③庁内の連絡調整
④予算に関すること
⑤動員者の確保
⑥本庁、各振興局の動員者の移動手段
の確保
⑦本庁動員者へスケジュール等を事前
説明、点呼

①発生地対策本部（現地対策本部）か
ら必要資材の数量一覧を受理
②不足する資材のうち、国で備蓄して
いる資材を農林水産省へ調達要請
③県備蓄資材（備蓄場所：中央家保）
の搬送
・搬送用トラックの確保
・トラックへの積込み作業員の確保
④照明車の借用に係る手続き

①埋却地情報の受理（初動防疫報告
票）
②先遣隊による現地確認情報を受理
（防疫対策班経由）
③埋却地掘削に関すること（現地との
連絡調整）
・重機の確保状況の確認
・技術的支援
④重機手配の調整
・現地で確保できない場合は、他の対
策本部から建設業協会各支部へ照会を
かけてもらい、確保可能な支部を発生
現地本部へ紹介する。

①消毒ポイント設置場所情報の受理
②発生地対策本部及び半径10km圏内の
他地域対策本部から移動制限、搬出制
限区域の情報受理
③移動制限区域及び搬出制限区域の公
示
④県境を跨って制限区域が設置される
場合の、隣県との消毒ポイント設置場
所調整
⑤消毒ポイント設置の周知文書施行
⑥消毒ポイント作業の外部委託事務
（疑似患畜決定２～３日後から委託）
⑥消毒ポイントにおける交通誘導警備
業務委託（疑似患畜決定後２～３日後
から委託）
⑦県警及び関係部局との連絡調整

①各種情報のHP原稿作成
・簡易検査陽性
・疑似患畜決定
・移動制限措置
・消毒ポイント設置
・患畜確定
・防疫措置完了
・清浄性確認検査結果
・制限措置の解除
②広報課との調整
③定時の記者会見の調整
④マスコミ各社への現地取材の自粛要
請
⑤防疫作業の画像データの撮影、提供
⑥公表の内容について防疫対策班と事
前協議

  ※事務局　農政課企画監、畜産課総括

班名

業務内容

農林部防疫対策本部会議

対策本部長：農林部長　

副本部長：農林部次長　

防疫対策班長（畜産課長）総務動員者確保班長（農政課長）資材班長（農産園芸課長）埋却班長（農村整備課長）消毒ポイント班長（農業経営課長）広報班長（農産加工流通課長）

＜諫早湾干拓課長　林政課長　農山村振興課長　農業イノベーション推進室長　団体検査指導室長　森林整備室長　＞
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家畜保健衛生所 

農林部 管理部  保健部 

 

異常家きん通報時の連絡体系 

 

農
林
部 

県民生活環境部 

食品安全・消費生活課 

制限区域にかかる管内市町 

所属する農協・飼料会社等＊ 

総合対策本部員 
秘書・広報戦略部長 

危機管理部長 

企画部長 

総務部長 

地域振興部長 

文化観光国際部長 

県民生活環境部長 

福祉保健部長 

こども政策局長 

産業労働部長 

水産部長 

農林部長 

土木部長 

交通局長 

教育長 

警察本部警備部長 

九州農政局 

長崎県拠点地方参事官 

各振興局長 

 

 

農林水産省 
動物衛生課 

(

家
畜
保
健
衛
生
所) 

 

当
該
振
興
局 

 

農
林
部 

 

管
理
部 

 

保
健
部 

 

福祉保健部 

地域保健推進課 

  

県民生活環境課 

異
常
家
き
ん
通
報 

生活衛生課 

基地対策・国民保護課 

知事・副知事 

農林部長・次長 

議会事務局 

各振興局 

制限区域にかかる管内市町 

疑い通報段階（情報は原則非公表） 

＊所属する農協、飼料会社、GP センター、食鳥処理場、鶏運搬業者 
建設業協会 

市保健所 

４ 連絡体系 
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家畜保健衛生所 

農林部 管理部  保健部 

 

簡易検査陽性時の連絡体系    

 

農
林
部 

県民生活環境部 

食品安全・消費生活課 

管内市町 

所属する農協・飼料会社等＊ 

総合対策本部員 
秘書・広報戦略部長 

危機管理部長 

企画部長 

総務部長 

地域振興部長 

文化観光国際部長 

県民生活環境部長 

福祉保健部長 

こども政策局長 

産業労働部長 

水産部長 

農林部長 

土木部長 

交通局長 

教育長 

警察本部警備部長 

九州農政局 

長崎県拠点地方参事官 

各振興局長 

 

 

農林水産省 
動物衛生課 

(

家
畜
保
健
衛
生
所) 

 
 

 
 

 
 

 

 

当
該
振
興
局 

 

農
林
部 

 

管
理
部 

 

保
健
部 

 

福祉保健部 

地域保健推進課 

九州各県 畜産部局 

厚生労働省 

九州・山口各県感染症担当部局 

県民生活環境課 

異
常
家
き
ん
通
報 

生活衛生課 

基地対策・国民保護課 

知事・副知事 

農林部長・次長 

九州・山口各県 

食の安全・安心担当部局 

県選出国会議員 

県議会議員 

養鶏関係団体等 
建設業協会 

市保健所 

各振興局 

（総合対策本部、食品安全･安心対策本部 事務局）  

  （健康危機管理対策本部 事務局） 

  （地域対策本部） 

（防疫対策本部 事務局） 

管内市町 

  （現地対策本部） 

（個人情報以外は原則公表） 

 公表は農林水産省動物衛生課と協議後、農林水産省と同時に行う 

（先遣隊関係） 消毒業組合等 

議会事務局 

＊所属する農協、飼料会社、GP センター、食鳥処理場、鶏運搬業者 

（消毒ポイント委託関係） 
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家畜保健衛生所 

農林部  管理部  保健部 

 

佐賀県での簡易検査陽性確認（農場で簡易検査陽性）時の連絡体系  

農
林
部 

 
 

 

県民生活環境部 

食品安全・消費生活課 

総合対策本部員 
秘書・広報戦略部長 

危機管理部長 

企画部長 

総務部長 

地域振興部長 

文化観光国際部長 

県民生活環境部長 

福祉保健部長 

こども政策局長 

産業労働部長 

水産部長 

農林部長 

土木部長 

交通局長 

教育長 

警察本部警備部長 

九州農政局 

長崎県拠点地方参事官 

各振興局長 

 

 

福祉保健部 

地域保健推進課 

  

県民生活環境課 

発
生
県 

畜
産
課 

生活衛生課 

基地対策・国民保護課 

知事・副知事 

農林部長・次長 

養鶏関係団体等 

各振興局 

（総合対策本部、食品安全･安心対策本部 事務局）  

  （健康危機管理対策本部 事務局） 

  （現地・地域対策本部） 

（防疫対策本部 事務局） 

制限区域にかかる管内市町 

消毒業組合等 （消毒ポイント委託関係） 

市保健所 

（情報は非公表）  
  

議会事務局 
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家畜保健衛生所 

農林部  管理部  保健部 

 

 

佐賀県・熊本県での簡易検査陽性確定時の連絡体系 

農
林
部 

県民生活環境部 

食品安全・消費生活課 

総合対策本部員 
秘書・広報戦略部長 

危機管理部長 

企画部長 

総務部長 

地域振興部長 

文化観光国際部長 

県民生活環境部長 

福祉保健部長 

こども政策局長 

産業労働部長 

水産部長 

農林部長 

土木部長 

交通局長 

教育長 

警察本部警備部長 

九州農政局 

長崎県拠点地方参事官 

各振興局長 

 

 

 

福祉保健部 

地域保健推進課 

 

 

  

県民生活環境課 

発
生
県 

畜
産
課 

生活衛生課 

基地対策・国民保護課  

知事・副知事  

農林部長・次長  

県選出国会議員 

県議会議員 

養鶏関係団体等 

各振興局 

 （総合対策本部、食品安全･安心対策本部 事務局） 

  （健康危機管理対策本部 事務局） 

  （現地・地域対策本部） 

（防疫対策本部 事務局） 

管内市町 

消毒業組合等 （消毒ポイント委託関係） 

市保健所 

（個人情報以外は原則公表） 

議会事務局 
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佐賀県・熊本県での遺伝子検査陽性時の連絡体系 

農
林
部 

県民生活環境部 

食品安全・消費生活課 

総合対策本部員 
秘書・広報戦略部長 

危機管理部長 

企画部長 

総務部長 

地域振興部長 

文化観光国際部長 

県民生活環境部長 

福祉保健部長 

こども政策局長 

産業労働部長 

水産部長 

農林部長 

土木部長 

交通局長 

教育長 

警察本部警備部長 

九州農政局 

長崎県拠点地方参事官 

各振興局長 

 

 

福祉保健部 

地域保健推進課 

  

県民生活環境課 

生活衛生課 

基地対策・国民保護課 

知事・副知事 

農林部長・次長 

県選出国会議員 

県議会議員 

養鶏関係団体等 

市保健所 

 （総合対策本部、食品安全･安心対策本部 事務局） 

  （健康危機管理対策本部 事務局） 

（防疫対策本部 事務局） 

管内市町 

農家・養鶏団体等 

消毒業組合等 
（消毒ポイント委託関係） 

発
生
県 

畜
産
課 

 

家畜保健衛生所 

農林部  管理部  保健部 

 

各振興局 

  （現地・地域対策本部） 

（個人情報以外は原則公表） 

 

議会事務局 
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